
【
１
面
か
ら
】

賭
命
義
務
が

あ
り
、
殺
し
殺
さ
れ
る
団
体
だ
』

と
話
し
て
く
れ
た
。
今
の
自
衛

隊
は
災
害
救
助
で
人
助
け
を
す

る
集
団
と
見
ら
れ
て
い
る
が
、

装
甲
車
も
自
衛
艦
も
オ
ス
プ
レ

イ
も
人
殺
し
の
爆
弾
を
運
ぶ
も

の
で
は
な
い
か
。
記
念
行
事
に

人
々
を
だ
ま
し
て
よ
い
の
か
」

と
訴
え
ま
し
た
。

抗
議
に
参
加
し
た
方
々
か
ら

「
オ
ス
プ
レ
イ
は
ど
の
く
ら
い

の
高
さ
を
飛
ん
だ
の
か
」
「
オ

ス
プ
レ
イ
が
飛
ぶ
こ
と
は
、
サ

プ
ラ
イ
ズ
で
、
自
衛
隊
の
Ｈ
Ｐ

に
も
載
せ
て
い
な
か
っ
た
の
は

な
ぜ
か
」
と
質
問
が
続
き
、

「
県
は
、
事
前
に
『
オ
ス
プ
レ

イ
』
が
展
示
飛
行
す
る
こ
と
を

通
知
さ
れ
た
は
ず
だ
が
、
な
ぜ

飛
行
反
対
の
抗
議
を
し
な
か
っ

た
の
か
」
と
の
質
問
に
、
管
理

総
局
長
は
「
先
ほ
ど
、
主
幹
が

申
し
上
げ
た
通
り
、
①
自
衛
隊

第
14
旅
団
の
記
念
行
事
、
②
水

平
飛
行
の
展
示
飛
行
で
あ
り
、

日
本
で
は
ま
だ
事
故
が
起
き
て

い
な
い
か
ら
だ
」
と
、
国
言
い

な
り
の
回
答
で
し
た
。

か
し
県
議
は
、
「
香
川
県
知

事
は
、
県
民
の
平
和
と
安
全
な

暮
ら
し
を
守
る
先
頭
に
立
て
」

と
強
く
求
め
ま
し
た
。

防
衛
局
高
松
防
衛
事
務
所
で

は
、
申
し
入
れ
に
事
務
所
の
次

長
が
対
応
し
ま
し
た
。

共
同
代
表
の
か
し
県
議
が

「
県
民
に
『
オ
ス
プ
レ
イ
展
示

飛
行
』
の
事
前
通
知
が
な
か
っ

た
の
は
な
ぜ
か
」
と
質
す
と
、

防
衛
事
務
所
次
長
は
「
こ
こ
で

は
そ
の
理
由
は
分
か
ら
な
い
」

と
の
回
答
で
し
た
。
続
け
て
か

し
県
議
は
、
「
四
国
こ
ど
も
と

お
と
な
の
医
療
セ
ン
タ
ー
や
善

通
寺
市
の
民
間
機
関
が
集
中
し

て
い
る
上
空
で
危
険
な
オ

ス
プ
レ
イ
展
示
飛
行
は
許

さ
れ
な
い
と
自
衛
隊
上
部

に
伝
え
よ
」
と
強
調
し
ま

し
た
。

共
同
代
表
多
田
氏
は

「
オ
ス
プ
レ
イ
は
、
非
常

に
危
険
な
人
殺
し
の
兵
器

だ
。
自
衛
隊
は
、
災
害
救

助
の
裏
側
で
、
人
殺
し
の

訓
練
を
し
て
い
る
で
は
な

い
か
」
と
迫
り
ま
し
た
。

参
加
者
の
十
河
浩
二
憲
法
会

議
代
表
は
、
「
こ
の
度
、
飛
ん

で
き
た
佐
賀
空
港
配
備
の
オ
ス

プ
レ
イ
だ
が
、
構
造
上
の
欠
陥

飛
行
機
だ
と
導
入
時
か
ら
指
摘

さ
れ
、
分
か
っ
て
い
た
も
の
だ
。

そ
れ
を
香
川
県
の
上
空
に
飛
ば

す
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
。
今
後

高
松
空
港
で
も
自
衛
隊
の
訓
練

に
使
わ
れ
る
予
定
か
」
と
質
し

ま
し
た
。

防
衛
事
務
所
次
長
は
、
「
み

な
さ
ん
の
ご
意
見
を
伝
え
ま
す
」

と
述
べ
ま
し
た
。
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高松高裁に響く「命を守
れ」の声ｰｰｰ逆転勝訴に
向けた闘い始まるｰｰｰ

４月21日、高松高等裁判

所において、伊方原発の再

稼働差止を求める控訴審の

口頭弁論が開始されました。

当日は、開廷の1時間以

上前から高松高裁前に多く

の控訴人と支援者が集結し

ました。「伊方原発を止め

る会」が準備した 107部の

裁判資料はすべて配布され、

高松高裁で最も大きな法廷

の傍聴席は差止を願う市民

によって埋め尽くされまし

た。私たちの「伊方原発を

止めてほしい」という切実

な願いが、法廷を圧倒した

瞬間でした。

口頭弁論では、リモート

で参加した中野弁護士が、

差止を棄却した第一審判決

を痛烈に批判しました。一

審判決が曖昧な｢社会通念｣

を根拠とし、「疑わしきは

安全のために」という福島

原発事故から学ぶべき鉄則

を放棄している」と指摘。

このような不当な判断の枠

組みでは、あの大事故の再

発を防ぐことは到底できな

いと、強く是正を求めまし

た。

また、福島県出身で現在

は松山に在住する須藤明夫

氏が意見陳述に立ち、事故

から年月が経った今も続く

避難生活の過酷さ、そして

福島の子どもたちに広がっ

ている甲状腺がんの深刻な

実態を報告しました。「四

国で決して同じ悲劇を繰り

返してはならない」という

魂の訴えは、法廷内の人々

の心に深く響きました。

閉廷後の報告集会では、

薦田弁護団長より、山口県

や大分県で並行して進めら

れている差止訴訟との論点

の違いなどについて解説が

ありました。その上で、

「逆転勝訴の可能性は十分

にある」との力強い報告が

あり、会場は熱気に包まれ

ました。

次回の口頭弁論は７月28

日、第３回は12月３日に予

定されています。しかし、

控訴審は比較的早期に結審

（審理が終了）してしまう

恐れもあります。ふるさと

の海と命を守るため、一人

でも多くの方の応援と傍聴

をよろしくお願いいたしま

す。 （Ｈ・Ｈ）

伊方原発再稼働差止訴訟
控訴審 傍聴報告

要望書を手渡す(左から)香商連会長多田氏
内科医師藤原氏、かし県議。

受け取る県危機管理総局長
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